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(57)【要約】
【課題】繊維束が切れそうになっているのを検知し、不
良品の発生を防止することができるフィラメントワイン
ディング装置を提供する。
【解決手段】給糸パッケージから解舒した繊維束Ｒを、
所望の巻き付けテンションを付与した状態で、マンドレ
ルＭに巻き付けるフィラメントワインディング装置ＦＷ
において、給糸パッケージ２０とマンドレルＭ間におけ
るマンドレル側の直前位置で、繊維束Ｒに巻き付けテン
ションを付与するテンション付与装置３０と、給糸パッ
ケージとテンション付与装置との間で、繊維束Ｒのテン
ションを検出するテンションセンサ４０と、テンション
センサによって測定されたテンション測定値と、予め設
定したレファレンス情報とを比較することによって、繊
維束のテンション異常を判定する判定手段６と、を設け
た。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給糸パッケージから解舒した繊維束Ｒを、所望の巻き付けテンションを付与した状態で
、マンドレルＭに巻き付けるフィラメントワインディング装置ＦＷにおいて、
　前記給糸パッケージと前記マンドレル間におけるマンドレル側の直前位置で、前記繊維
束Ｒに巻き付けテンションを付与するテンション付与装置と、
　前記給糸パッケージと前記テンション付与装置との間で、前記繊維束Ｒのテンションを
検出するテンションセンサと、
　前記テンションセンサによって測定されたテンション測定値と、予め設定したレファレ
ンス情報とを比較することによって、前記繊維束のテンション異常を判定する判定手段を
備えてなり、
　前記給糸パッケージから前記テンション付与装置間において、前記テンションセンサに
よって繊維束のテンション管理を行うようにしたことを特徴とするフィラメントワインデ
ィング装置における繊維束のテンション管理システム。
【請求項２】
　前記判定手段が、予め設定したテンションしきい値を含むものからなり、前記テンショ
ンセンサによって測定されたテンション測定値が、前記テンションしきい値を超えたとき
にテンション異常を判定するものからなることを特徴とする請求項１に記載のフィラメン
トワインディング装置における繊維束のテンション管理システム。
【請求項３】
　前記判定手段が、テンション異常を判定したとき、警告を発する警告手段を備えたもの
からなることを特徴とする請求項１あるいは請求項２に記載のフィラメントワインディン
グ装置における繊維束のテンション管理システム。
【請求項４】
　前記判定手段が、テンション異常を判定したとき、前記マンドレルへの繊維束の巻き付
けを停止する制御手段を備えたものからなることを特徴とする請求項１～請求項３のいず
れかに記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理システム
。
【請求項５】
　前記判定手段が、各給糸パッケージ毎に各繊維束のテンションを測定して、該テンショ
ン測定値をモニタリングする表示手段を備えたものからなることを特徴とする請求項１～
請求項４に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理シス
テム。
【請求項６】
　前記判定手段が、各給糸パッケージにおける繊維束のテンション測定値を前記表示手段
上において相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定するものからなる
ことを特徴とする請求項５に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテ
ンション管理システム。
【請求項７】
　前記判定手段が、各給糸パッケージにおける繊維束のテンション変動を前記表示手段上
において相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定するものからなるこ
とを特徴とする請求項５に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテン
ション管理システム。
【請求項８】
　前記判定手段が、過去に測定した繊維束のサンプリング平均値を記憶する記憶手段を含
み、前記サンプリング平均値と、前記テンションセンサによって測定されたテンション測
定値とを前記表示手段上において比較して、テンション異常を判定するものからなること
を特徴とする請求項５に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンシ
ョン管理システム。
【請求項９】
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　前記判定手段が、繊維束のテンション測定値を、時間的な変動量を示す波形情報として
前記表示手段上にモニタリング表示して、テンション異常を判定するものからなることを
特徴とする請求項５に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンショ
ン管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、給糸パッケージから解舒した繊維束Ｒをマンドレルに巻き付けて中空容器
などの製品を製造するフィラメントワインディング装置に係るものであり、特に、当該繊
維束Ｒのテンションを管理して、繊維束切れの予知を行い、不良製品の発生を防止するよ
うにしたフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理システムに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、フィラメントワインディング装置は、繊維束Ｒ（この発明において、繊
維束Ｒとは、図１１に示すように、多数本の単繊維ｆを撚り合わせて一本のフィラメント
糸として構成したものを言う）を、マンドレル（ライナー）に巻き付けて、圧力容器など
の中空容器やパイプなどの諸製品を製造するための装置である。このフィラメントワイン
ディング装置では、給糸パッケージから解舒した繊維束Ｒに対して、所望の巻き付けテン
ション（張力）を付与し、該繊維束Ｒをテンション付与状態で走行させつつ、マンドレル
Ｍに巻き付けるように構成してある。
【０００３】
　従来のフィラメントワインディング装置としては、例えば、特許文献１に記載されてい
るように、繊維束Ｆの張力を制御する構成のものがある。
【０００４】
　つまり、特許文献１において、図２に示されるように、従来のフィラメントワインディ
ング装置１１では、繊維束Ｆが巻かれた複数のボビンＢ１～Ｂ３が、クリールスタンド１
２ａに連結された支軸１２ｂに支持されている。クリールスタンド１２ａは、支軸１２ｂ
の回転に対して負荷を加えることで、ボビンＢ１～Ｂ３から解舒される繊維束Ｆに巻付け
張力を付与する張力付与手段として機能する。繊維束Ｆの巻付け張力は、その経路途中、
前記張力付与手段の下流側に配置された張力測定器２１によって測定される。制御部３０
は、張力測定器２１からの出力に応じて、繊維束Ｆの巻付け張力が適切な値になるように
、軸１２ｂの回転に対する負荷を制御するようになっている。
【０００５】
　ところで、上記するような従来のフィラメントワインディング装置において、何らかの
原因により、繊維束が途中で切れてしまう場合があった。従来のフィラメントワインティ
ング装置では、例えば、特許文献２に記載されているような構成によって、この「繊維束
の切れ」を検知していた。
【０００６】
　つまり、特許文献２において、図１に示されるように、従来のフィラメントワインディ
ング装置では、巻き付け部１と供給部１０との間における空間のやや巻き付け部１寄りに
、エリアセンサ４が設けられている。この装置では、糸（繊維束）Ｆが正常な状態で張ら
れていれば、糸Ｆはエリアセンサ４の検知領域の上空を通過する。反対に、何らかの原因
で糸Ｆが切れると、糸Ｆは下方に垂れ下がり、エリアセンサ４の検知領域内に侵入する。
糸Ｆの侵入を検知したエリアセンサ４は、スピーカやディスプレイ表示等を介して糸切れ
を作業者に知らせるとともに、フィラメントワインディング装置を停止させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２６０９７４号公報
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【特許文献２】特開２００３－２０６０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２に記載のフィラメントワインディング装置では、繊維束Ｆが
完全に切れてしまったことを検知できるだけで、繊維束が切れそうになっていることを検
知できるものではなかった。したがって、この特許文献２に記載のような従来の技術では
、繊維束の切れを検知してフィラメントワインディング装置を停止させても、そのとき製
造していた製品はもはや不良品であり、廃棄せざるを得なかった。
【０００９】
　この発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、フィラ
メントワインディング装置において、給糸パッケージから解舒された繊維束Ｒを、マンド
レル巻き付け部に供給する間、該繊維束Ｒのテンション（張力）をモニタリングし、繊維
束Ｒの異常を判定して、繊維束切れを予知し、繊維束切れ以前に、当該フィラメントワイ
ンディング装置を停止するように構成し、不良製品の発生を防止するようにしたフィラメ
ントワインディング装置における繊維束のテンション管理システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明者らは、まず、「繊維束の切れ」が、給糸パッケージからの解舒不良によって
生じることが多いことに着目した。この解舒不良による繊維束の切れは、次のように生じ
る。
【００１１】
　つまり、繊維束Ｒの切れは、図１１に示すように、繊維束Ｒに含まれる複数本の単繊維
ｆのうちの１本あるいは数本が、解舒の際に絡まったり引っ掛かったりして、過大なテン
ションを受けることにより発生する。過大なテンションを受けた単繊維ｆが切れて給糸パ
ッケージに残り、他の繊維の解舒の邪魔をする。さらに、解舒の邪魔をされた他の繊維に
過大なテンションがかかり、当該繊維がまた切れてしまう。このように、少しずつ繊維が
切れていき、最終的に全ての繊維が切れることで、繊維束の切れが生じる。
　なお、解舒不良によって繊維が受ける「過大なテンション」とは、『繊維』が切れてし
まう程度の大きなテンションという意味であるが、多数の繊維からなる『繊維束』に付与
される正規のテンション（例えば２ｋｇ）よりかは十分に低いものである。
【００１２】
　従来のフィラメントワインディング装置では、特許文献１に記載されているように、テ
ンション付与後の繊維束に対してテンション測定を行ない、その測定結果に応じて、付与
するテンションを制御している。それゆえ、解舒のところでいくつかの『繊維』に対して
過大なテンションがかかっていても、『繊維束』のテンションが正規テンションになるよ
うに調整されるだけであった。したがって、従来のフィラメントワインディング装置では
、繊維束が完全に切れてしまうまで正規のテンションが維持され、繊維束が完全に切れて
初めてそれを検知し得るだけであった。
【００１３】
　本発明者らは、上記事情に鑑み、鋭意検討した結果、テンション付与装置を給糸パッケ
ージよりも下流側に配置し、そのテンション付与装置と給糸パッケージとの間を走行する
繊維束のテンションを検出することによって、解舒不良つまり繊維束の切れを事前に検知
し得ることを見出した。
【００１４】
　この発明は、上記する目的を達成するにあたって、具体的には、給糸パッケージから解
舒した繊維束Ｒを、所望の巻き付けテンションを付与した状態で、マンドレルＭに巻き付
けるフィラメントワインディング装置ＦＷにおいて、
　給糸パッケージとマンドレル間におけるマンドレル側の直前位置で、繊維束Ｒに巻き付
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けテンションを付与するテンション付与装置と、
　給糸パッケージと前記テンション付与装置との間で、繊維束Ｒのテンションを検出する
テンションセンサと、
　テンションセンサによって測定されたテンション測定値と、予め設定したレファレンス
情報とを比較することによって、繊維束のテンション異常を判定する判定手段とを備え、
　給糸パッケージから前記テンション付与装置間において、前記テンションセンサによっ
て繊維束のテンション管理を行うようにしたことを特徴とするフィラメントワインディン
グ装置における繊維束のテンション管理システムを構成するものである。
【００１５】
　さらに、この発明において、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のフィラメント
ワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって、前記判定手段が
、予め設定したテンションしきい値を含むものからなり、前記テンションセンサによって
測定されたテンション測定値が、前記テンションしきい値を超えたときにテンション異常
を判定するものからなることを特徴とするものである。
【００１６】
　さらに、この発明において、請求項３に記載の発明は、請求項１あるいは請求項２に記
載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって
、前記判定手段が、テンション異常を判定したとき、警告を発する警告手段を備えたもの
からなることを特徴とするものである。
【００１７】
　さらに、この発明において、請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれか
に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであ
って、前記判定手段が、テンション異常を判定したとき、前記マンドレルへの繊維束の巻
き付けを停止する制御手段を備えたものからなることを特徴とするものである。
【００１８】
　さらに、この発明において、請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか
に記載のフィラメントワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであ
って、前記判定手段が、各給糸パッケージ毎に各繊維束のテンションを測定して、該テン
ション測定値をモニタリングする表示手段を備えたものからなることを特徴とするもので
ある。
【００１９】
　さらに、この発明において、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のフィラメント
ワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって、前記判定手段が
、各給糸パッケージにおける繊維束のテンション測定値を前記表示手段上において相互に
比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定するものからなることを特徴とする
ものである。
【００２０】
　さらに、この発明において、請求項７に記載の発明は、請求項５に記載のフィラメント
ワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって、前記判定手段が
、各給糸パッケージにおける繊維束のテンション変動を前記表示手段上において相互に比
較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定するものからなることを特徴とするも
のである。
【００２１】
　さらに、この発明において、請求項８に記載の発明は、請求項５に記載のフィラメント
ワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって、前記判定手段が
、過去に測定した繊維束のサンプリング平均値を記憶する記憶手段を含み、前記サンプリ
ング平均値と、前記テンションセンサによって測定されたテンション測定値とを前記表示
手段上において比較して、テンション異常を判定するものからなることを特徴とするもの
である。
【００２２】
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　さらに、この発明において、請求項９に記載の発明は、請求項５に記載のフィラメント
ワインディング装置における繊維束のテンション管理システムであって、前記判定手段が
、繊維束のテンション測定値を、時間的な変動量を示す波形情報として前記表示手段上に
モニタリング表示して、テンション異常を判定するものからなることを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【００２３】
　上記のように構成されたフィラメントワインディング装置では、給糸パッケージからテ
ンション付与装置までの間を走行する各繊維束に対して、テンションセンサが設けられて
いる。巻付けテンションはテンション付与装置を経た繊維束に対して付与されるため、給
糸パッケージからテンション付与装置までの間の繊維束には、巻付けテンションよりも十
分に小さい必要最低限のテンションしか与えられていない。それゆえ、給糸パッケージか
らテンション付与装置までの間に配置されたテンションセンサは、解舒不良等によって増
大したテンションを容易に検出することができる。したがって、本発明のフィラメントワ
インディング装置によれば、繊維束の切れを事前に予知することができ、不良品の発生を
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、この発明の適用に係るフィラメントワインディング装置の一実施例を示
す概略的な斜視図である。
【図２】図２は、フィラメントワインディング装置における巻付け部の詳細並びにその制
御の概要を示す概略的な斜視図である。
【図３】図３は、テンションセンサの一構成を示す概略的な斜視図である。
【図４】図４Ａ～Ｃは、フープ巻の態様およびヘリカル巻の態様を示す概略的な側面図で
ある。
【図５】図５は、図１および図２におけるフィラメントワインディング装置のヘリカル巻
ヘッドの例を示す概略的な正面図である。
【図６】図６ＡおよびＢは、テンション付与装置の一実施例を示す概略的な部分断面図で
ある。
【図７】図７ＡおよびＢは、当該フィラメントワインディング装置によるフープ巻の巻付
け動作を説明するための概略的な側面図である。
【図８】図８ＡおよびＢは、当該フィラメントワインディング装置によるヘリカル巻の巻
付け動作を説明するための概略的な側面図である。
【図９】図９は、当該フィラメントワインディング装置に適用される繊維束のテンション
を管理するテンション管理システムの概要を説明するためのブロック線図である。
【図１０】図１０Ａ～Ｃは、当該テンション管理システムの具体的手段を説明するための
概略的なグラフである。
【図１１】図１１Ａ～Ｄは、多数本の単繊維ｆを撚り合わせて一本のフィラメント糸とし
て構成される繊維束Ｒについて、その繊維束切れの経緯を説明するための概略的な説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、この発明の好ましい一実施形態について詳細に説明する。
　［構成］
　まず、この発明に係るフィラメントワインディング装置ＦＷの構成について説明する。
図１および図２に示すように、当該フィラメントワインディング装置ＦＷは、巻付け部１
、給糸部２、テンション付与部３、テンション検出部４を主要な構成部として含むものか
らなっている。
【００２６】
　巻付け部１は、マンドレルＭに繊維束Ｒを巻き付ける。給糸部２は、クリールスタンド
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２１、２１に対して、複数の給糸パッケージ２０を備えている。給糸パッケージ２０は、
繊維束Ｒを巻き取って収納している。テンション検出部４は、給糸部２からの各繊維束Ｒ
のテンションを検出する。テンション付与部３は、走行中の繊維束Ｒにテンション（張力
）を付与する。
【００２７】
　前記繊維束Ｒは、例えば、ガラス繊維などの繊維材料と合成樹脂とを用いた繊維材料か
らなる。給糸部２は、各給糸パッケージ２０から解舒された繊維束Ｒを巻付け部１へ供給
する。
【００２８】
　前記繊維束Ｒは、予め熱硬化性の合成樹脂材が含浸されている。なお、繊維束Ｒは、樹
脂が含浸されていない場合もある。その場合、巻付け部１と給糸部２との間に、樹脂含浸
装置（図示せず）が設けられており、この樹脂含浸装置で、給糸パッケージ２０から引き
出された繊維束Ｒに樹脂が塗布されて巻付け部１へ供給される。
【００２９】
　前記テンション検出部４は、図２に示す如く、テンションセンサ４０、判定手段６およ
び警告手段７並びに表示手段８を備えている。テンションセンサ４０は、各繊維束Ｒに対
してそれぞれ設けられている。テンションセンサ４０は、図３に示す如く、繊維束Ｒを案
内するガイドホイール４１およびガイドローラ４３、４３を有している。
【００３０】
　前記ガイドホイール４１は、支持棒４２の先端に同軸に取り付けられている。ガイドホ
イール４１およびガイドローラ４３、４３はそれぞれ、自由回転可能である。支持棒４２
およびガイドローラ４３、４３は、水平方向かつ繊維束Ｒの走行方向に直交する方向に沿
ってのびている。ガイドホイール４１および支持棒４２は、間隔をあけて配置されたガイ
ドローラ４３、４３の上方に配置されている。前記繊維束Ｒは、ガイドホイール４１およ
びガイドローラ４３、４３によって、屈曲せしめられつつ、案内される。
【００３１】
　前記支持棒４２の基端には、弾性板４４が取り付けられている。前記弾性板４４は、前
記支持棒４２の軸方向に直交するように配置されている。前記弾性板４４には、その弾性
歪みを検出して検出信号ｅ１を出力する歪みゲージ４５が取り付けられている。
【００３２】
　繊維束Ｒを案内している間、ガイドホイール４１には、繊維束Ｒのテンションに応じた
押下げ力が作用する。この押下げ力は、支持棒４２を介して弾性板４４に弾性歪みを生じ
させる。歪みゲージ４５は、この弾性板４４の弾性歪みを検出することで、繊維束Ｒのテ
ンションを検出し、検出信号ｅ１を出力する。この検出信号ｅ１は、後述する判定手段６
に送信される。
【００３３】
　前記判定手段６は、テンション検出部４が検出した繊維束Ｒのテンションに応じて、繊
維束Ｒが正常に解舒されているか（繊維束Ｒが切れそうになっていないか）を判定するも
のである。判定手段６は、一例において、テンション基準値（しきい値）を予め格納して
いる。テンション基準値は、例えば、繊維束Ｒが給糸パッケージ２０から正常に解舒され
ているときの繊維束Ｒのテンションとされている。なお、給糸パッケージ２０からテンシ
ョン検出部４に向かう繊維束Ｒには、解舒された繊維束Ｒが垂れ下がらない程度の低いテ
ンション（例えば１００ｇ）が与えられている。この発明において、判定手段の詳細につ
いては、後述する。
【００３４】
　前記判定手段６は、テンション検出部４によって検出された繊維束Ｒのテンション値（
検出信号ｅ１）とテンション基準値ｅ０とを比較する。この判定手段６では、検出された
テンション値（検出信号ｅ１）がテンション基準値ｅ０よりも高ければ、繊維束Ｒに過大
なテンションが作用しており、繊維束Ｒが切れそうになっていると判定する。このとき、
判定手段６は、後述する制御部１４に対して停止信号ｅ２を送信し、該制御部１４を介し
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て巻付け部１に停止信号ｅ６を送信し、巻付け部１による繊維束Ｒの巻付け作業を停止さ
せる。これと同時に、判定手段６は、警告手段７に警告信号ｅ３を送信する。警告信号ｅ
３を受信した警告手段７は、例えば、警告音を発生させて、オペレータに繊維束Ｒが切れ
そうになっていることを警告する。
【００３５】
　巻付け部１は、図２に示すように、機台１０を備えている。機台１０は、長手方向１ａ
に延設された一対の平行な第一ガイドレール部１０ａ、１０ａを備えている。巻付け部１
は、機台１０にマンドレル支持台１１を備えている。マンドレル支持台１１は、第一ガイ
ドレール１０ａ、１０ａに沿って長手方向１ａに往復移動可能に構成されている。
【００３６】
　マンドレル支持台１１は、長手方向１ａに延設されたスピンドルＳを備えている。マン
ドレル支持台１１は、両側のスピンドル回転軸１１ａ、１１ａでスピンドルＳを支持して
いる。スピンドル回転軸１１ａ、１１ａは、スピンドルＳを中心軸周りに回転するように
構成されている。
【００３７】
　圧力容器を製造する場合、マンドレルＭは、高強度アルミニウム製、金属製、樹脂製な
どで形成され、円筒部Ｍａとその両側のドーム部Ｍｂとを有する形状とされる（図４参照
）。前記スピンドルＳは、前記マンドレルＭを着脱可能に固定する。前記マンドレルＭは
、中心軸に沿ってスピンドルＳに固定される。したがって、機台１０の長手方向１ａは、
マンドレルＭの軸方向Ｍ１となる。なお、マンドレルＭは、製造物に応じて材料や形状な
どを変更する。
【００３８】
　巻付け部１は、フープ巻ヘッド１２とヘリカル巻ヘッド１３とを備えている。フープ巻
ヘッド１２は、マンドレルＭに対して繊維束Ｒをフープ巻で巻き付ける（図４Ａ参照）。
ヘリカル巻ヘッド１３は、マンドレルＭに対して繊維束Ｒをヘリカル巻で巻き付ける（図
４Ｂおよび図４Ｃ参照）。
【００３９】
　図４は、フープ巻およびヘリカル巻を示す側面図である。図４Ａに示すように、フープ
巻は、マンドレルＭの軸方向Ｍ１に対して略直角に繊維束Ｒを巻き付ける。図４Ｂ及び図
４Ｃに示すように、ヘリカル巻は、マンドレルＭの軸方向Ｍ１に対して所定の角度で繊維
束Ｒを巻き付ける。
【００４０】
　図２に示すように、巻付け部１は、制御部１４を備えている。制御部１４は、マンドレ
ル支持台１１の往復移動の起動、停止および速度、スピンドル回転軸１１ａ，１１ａによ
るマンドレルＭの回転の起動、停止および回転数を制御する。また、制御部１４は、フー
プ巻ヘッド１２の往復移動の起動、停止および速度、ボビン１２ｂの旋回起動、停止およ
び速度を制御する。さらに、制御部１４は、後述するテンション付与装置３０が繊維束Ｒ
に対して信号ｅ５により付与するテンションを制御する。
【００４１】
　図２に示すように、フープ巻ヘッド１２は、フープ巻ヘッド本体１２ａを備えている。
フープ巻ヘッド本体１２ａは、中央に開口する挿通部１２ｄを備えている。フープ巻ヘッ
ド１２は、挿通部１２ｄを通じてマンドレルＭを挿通できるようになっている。
【００４２】
　機台１０は、長手方向１ａに延設された一対の第二ガイドレール１０ｂ、１０ｂを平行
に備えている。フープ巻ヘッド本体１２ａは、第二ガイドレール１０ｂ、１０ｂに沿って
長手方向１ａに往復移動可能に構成されている。これにより、フープ巻ヘッド１２は、挿
通部１２ｄにマンドレルＭを挿通した状態で、機台１０の長手方向１ａに往復移動可能に
なっている。
【００４３】
　フープ巻ヘッド１２は、繊維束Ｒを巻き取り収納する複数（本実施形態では２つ）のボ
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ビン１２ｂ、１２ｂを備えている。フープ巻ヘッド本体１２ａは、挿通部１２ｄの周囲に
、マンドレルＭの周方向Ｍ２に沿うガイド溝１２ｃが設けられている。ボビン１２ｂ、１
２ｂは、ガイド溝１２ｃに沿って旋回するようになっている。そして、旋回するボビン１
２ｂ、１２ｂから繰り出される繊維束ＲがマンドレルＭに巻き付けられる。
【００４４】
　ヘリカル巻ヘッド１３は、ヘリカル巻ヘッド本体１３ａを備えている。ヘリカル巻ヘッ
ド本体１３ａは、中央に開口する挿通部１３ｄを備えている。ヘリカル巻ヘッド１３は、
挿通部１３ｄを通じてマンドレルＭを挿通できるようになっている。
【００４５】
　ヘリカル巻ヘッド本体１３ａは機台１０に固定されている。ヘリカル巻ヘッド１３は、
挿通部１３ｄにマンドレルＭを挿通した状態で、マンドレル支持台１１が往復移動するこ
とにより、長手方向１ａに相対的に往復移動可能になっている。
【００４６】
　ヘリカル巻ヘッド１３は、図５に示すように、給糸部２（図１参照）における給糸パッ
ケージ２０から引き出される繊維束ＲをマンドレルＭに巻き付ける。ヘリカル巻ヘッド本
体１３ａは、挿通部１３ｄの周囲に、マンドレルＭの周方向Ｍ２（図２参照）に沿って延
設された環状のガイドリング部（直前ガイド部材）１５を備えている。ヘリカル巻ヘッド
１３は、ガイドリング部１５の周囲に、リング状の複数の補助ガイド１３ｅを備えている
。ヘリカル巻ヘッド１３は、ヘリカル巻ヘッド本体１３ａの両側に、ガイドローラ１３ｃ
、１３ｃを備えている。さらに、ヘリカル巻ヘッド本体１３ａは、ガイドリング部１５と
補助ガイド１３ｅとの間に、テンション付与装置３０を備えている。
【００４７】
　ヘリカル巻ヘッド１３は、給糸パッケージ２０（図１参照）から引き出された繊維束Ｒ
をガイドローラ１３ｃ，１３ｃでガイドして、補助ガイド１３ｅへ導く。繊維束Ｒは、補
助ガイド１３ｅを経てテンション付与装置３０に供給される。そして、繊維束Ｒは、ガイ
ドリング部１５によって案内され、マンドレルＭに導かれる。
【００４８】
　テンション付与装置３０は、図５に示すように、テンション付与機構３１と、テンショ
ン測定器３８とを含むものからなっている。前記テンション付与機構３１は、図６Ａおよ
びＢに示すように、フレーム３２と、フレーム３２の内側スペース３２ｄに配置された押
圧ローラ３３とを備えている。テンション付与機構３１は、押圧ローラ３３をその軸まわ
りに自由回転可能なように支持する支持部材３４と、支持部材３４に連結された進退ロッ
ド３５を有するエアシリンダ３６とを備えている。テンション付与装置３０は、さらに、
テンション付与作動機構３９を備えている。前記テンション付与作動機構３９は、エアシ
リンダ３６に供給するエア圧を調整するエア圧調整手段３７と、フレーム３２の出口側（
下流側）に配置されたテンション測定器３８とを備えている。
【００４９】
　フレーム３２は、正面側（図６では紙面手前側）に開いた断面コの字状に形成されてお
り、側壁３２ａと、側壁３２ｂ（第１の挟み込み部材）とを有している。フレーム３２の
側壁３２ａ、３２ｂ間には、内側スペース３２ｄが形成される。内側スペース３２ｄ内の
側壁３２ｂ側には、マンドレルＭに向かって（図６では下方に向かって）走行する繊維束
Ｒが配置される。内側スペース３２ｄ内の側壁３２ａ側には、押圧ローラ３３（第２の挟
み込み部材）が配置される。
【００５０】
　押圧ローラ３３は、水平方向（図６では紙面に直交する方向）にのびる軸３３ａを有し
ている。押圧ローラ３３は、軸３３ａを介して支持部材３４に自由回転可能に支持されて
いる。支持部材３４は、エアシリンダ３６の進退ロッド３５の先端に連結されている。
【００５１】
　エアシリンダ３６は、フランジ３６ａを介して、フレーム３２の側壁３２ａの外側面に
取り付けられている。エアシリンダ３６の進退ロッド３５は、フレーム３２の側壁３２ａ



(10) JP 2010-23481 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

に設けられた孔３２ｅを通過して、内側スペース３２ｄ内までのびている。進退ロッド３
５は、その先端に支持部材３４を介して取り付けられた押圧ローラ３３とともに、フレー
ム３２の側壁３２ｂに向かって前後進可能になっている。進退ロッド３５は、エアシリン
ダ３６に供給されるエア圧調整手段３７によって、駆動せしめられる。
【００５２】
　エア圧調整手段３７は、巻付け部１（図１および図２参照）における制御部１４と信号
伝達可能に接続されている。エア圧調整手段３７は、制御部１４からのエア圧制御信号ｅ
５に応じ、エアシリンダ３６に供給するエア圧を調整する。供給されるエア圧に応じ、エ
アシリンダ３６は進退ロッド３５を前後進させる。エア圧調整手段３７によって進退ロッ
ド３５が前進せしめられると、図６Ｂに示す如く、押圧ローラ３３と側壁３２ｂとの間に
繊維束Ｒが挟みこまれて押圧される。押圧された繊維束Ｒは、開繊されるとともに、その
押圧力に応じた巻付けテンションが付与される。
【００５３】
　テンション測定器３８は、例えば歪みゲージを備えた接触式のテンション測定器からな
り、巻付け部１における制御部１４と信号伝達可能に接続されている。テンション測定器
３８は、巻付けテンションが付与された後の繊維束Ｒに接触し、そのテンションを測定す
る。テンション測定器３８は、測定したテンションに応じた測定信号ｅ７を生成し、制御
部１４に送信する。制御部１４は、テンション測定器３８からの測定信号ｅ７に応じたエ
ア圧制御信号を生成する。制御部１４は、このエア圧制御信号ｅ５に基づいて、エアシリ
ンダ３６を駆動し、押圧ローラ３３の押圧力つまり繊維束Ｒに付与される巻付けテンショ
ンを制御する。
【００５４】
［動作］
　次に、フィラメントワインディング装置ＦＷによるフープ巻の巻付け動作について説明
する。フープ巻を行う際、図７に示すように、制御部１４がフープ巻ヘッド１２を次のよ
うに動作させる。
【００５５】
　まず、フープ巻ヘッド１２を、マンドレルＭの円筒部Ｍａの一端（図左側）に配置する
（図７Ａ）。そして、２つのボビン１２ｂ、１２ｂから引き出された繊維束Ｒ、Ｒの先端
を、粘着テープ等でマンドレルＭの円筒部Ｍａの一端に固着させる。その際、繊維束Ｒ、
Ｒの各先端は、マンドレルＭの軸方向Ｍ１に平行に隙間なく並ぶように配置される。
【００５６】
　そして、フープ巻ヘッド１２をマンドレルＭの他端側（図右側）に移動しながら、ボビ
ン１２ｂ、１２ｂを旋回させる。これにより、各ボビン１２ｂ、１２ｂからそれぞれ繊維
束Ｒが繰り出される。２本の繊維束Ｒ，Ｒは、マンドレルＭの軸方向Ｍ１に対して略直交
（若干傾斜）して、それぞれが重ならないように隙間なく平行に配置される。このように
配置できるよう、フープ巻ヘッド１２の移動速度およびボビン１２ｂ、１２ｂの旋回速度
が決定される。
【００５７】
　フープ巻ヘッド１２を、マンドレルＭの円筒部Ｍａの一端（図左側）から（図７Ａ）、
マンドレルＭの円筒部Ｍａの他端（図右側）へ移動する（図７Ｂ）。これにより、マンド
レルＭの円筒部Ｍａに、一層の繊維束Ｒが積層される。続けて、フープ巻ヘッド１２を、
マンドレルＭの円筒部Ｍａの他端（図右側）から（図７Ｂ）、マンドレルＭの円筒部Ｍａ
の一端（図左側）へ移動する（図７Ａ）。
【００５８】
　フープ巻ヘッド１２が一往復することにより、マンドレルＭの円筒部Ｍａに、二層の繊
維束Ｒが積層される。さらに巻き付ける場合には、上記した動作を所定回数だけ繰り返す
。その後、各繊維束Ｒをカッタ手段（図示略）で切断することによりフープ巻が終了する
。
【００５９】
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　次に、フィラメントワインディング装置ＦＷによるヘリカル巻の巻付け動作について説
明する。ヘリカル巻を行う際、図８に示すように、制御部１４がマンドレル支持台１１を
次のように動作させる。
【００６０】
　まず、ヘリカル巻ヘッド１３を、マンドレルＭの他端（ドーム部Ｍｂの端）（図右側）
に配置する（図８Ａ）。
【００６１】
　次いで、ガイドリング部１５から引き出された各繊維束Ｒを、粘着テープなどでマンド
レルＭの一端に固着させる。そして、マンドレル支持台１１を移動させて、相対的に、ヘ
リカル巻ヘッド１３を、マンドレルＭの他端（図右側）から（図８Ａ）、マンドレルＭの
一端（図左側）へ移動させる（図８Ｂ）。この移動と同時に、スピンドル回転軸１１ａ、
１１ａによりマンドレルＭを回転させる。
【００６２】
　各繊維束Ｒは、マンドレルＭの軸方向Ｍ１に対して所定の巻付け角度となり、それぞれ
が重ならないように隙間なく平行に配置される。このように配置されるよう、ヘリカル巻
ヘッド１３（マンドレル支持台１１）の移動速度およびマンドレルＭ（スピンドル回転軸
１１ａ）の回転速度が決定される。
【００６３】
　続けて、ヘリカル巻ヘッド１３を、マンドレルＭの一端（図左側）から（図８Ｂ）、マ
ンドレルＭの他端（図右側）へ移動させる（図８Ａ）。ヘリカル巻ヘッド１３が一往復す
ることにより、マンドレルＭに、二層の繊維束Ｒが積層される。さらに巻付ける場合には
、上記した動作を所定回数だけ繰り返す。
【００６４】
　その後、各繊維束Ｒをカッタ手段（図示略）で切断することによりヘリカル巻が終了す
る。
【００６５】
　各繊維束Ｒを粘着テープ等でマンドレルＭの一端に固着させた後からヘリカル巻が終了
するまでの間、テンション付与装置３０は、制御部１４によって次のように動作せしめら
れる。
【００６６】
　制御部１４からのエア圧制御信号ｅ５により、テンション付与装置３０のエア圧調整手
段３７が駆動せしめられる。エア圧調整手段３７により、エアシリンダ３６に供給される
エア圧が調整される。それにより、進退ロッド３５がフレーム３２の側壁３２ｂに向かっ
て前進せしめられる。
【００６７】
　進退ロッド３５が側壁３２ｂに向かって前進することにより、その先端に取り付けられ
た押圧ローラ３３とフレーム３２の側壁３２ｂとによって、マンドレルＭに向かう繊維束
Ｒが挟み込まれて押圧される。押圧された繊維束Ｒは、開繊されるとともに、その押圧力
に応じた巻付けテンションが付与される。
【００６８】
　テンション測定器３８が、巻付けテンションを付与された繊維束Ｒのテンションを測定
し、その測定信号ｅ７を制御部１４に送信する。測定信号ｅ７を受信した制御部１４は、
その測定信号ｅ７に応じて、エア圧調整手段３７を駆動する。エア圧調整手段３７によっ
てエア圧が調整され、押圧ローラ３３による繊維束Ｒへの押圧力が調整される。これによ
り、繊維束Ｒに付与される巻付けテンションが所定テンションになるように制御される。
所定テンションを付与された繊維束Ｒは、適正にマンドレルＭに巻き付けられる。
【００６９】
　このヘリカル巻が実行されている間、テンションセンサ４０は、給糸パッケージ２０か
ら解舒されてテンション付与装置３０に向かう繊維束Ｒのテンションを検出する。テンシ
ョンセンサ４０は、検出した繊維束Ｒのテンションに応じた検出信号を出力し、判定手段
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６に送信する。判定手段６は、テンションセンサ４０によって検出されたテンション値が
テンション基準値よりも高ければ、繊維束Ｒが切れそうになっていると判定する。このよ
うに判定した判定手段６は、制御部１４に対して停止信号を送信する。停止信号を受信し
た制御部１４は、ヘリカル巻ヘッド１３による繊維束Ｒの巻付け作業を停止させる。これ
と同時に、判定手段６は、警告手段７に警告信号を送信する。警告信号を受信した警告手
段７は、警告音を発生させて、オペレータに繊維束Ｒが切れそうになっていることを警告
する。
【００７０】
　警告を受けたオペレータは、解舒不良の原因を取り除き、ヘリカル巻ヘッド１３による
繊維束Ｒの巻付け作業を再開する。
【００７１】
　次いで、この発明になる繊維束のテンション管理システムについて、図９および図１０
にもとづいて詳細に説明する。
【００７２】
　この発明において、判定手段６は、基本的には、テンションセンサ４０によって測定さ
れた繊維束Ｒのテンション測定値にもとづいて、該テンション測定値と予め設定したレフ
ァレンス情報とを比較して、当該繊維束のテンションを管理して、繊維束Ｒが切れる以前
に、その状況をテンション異常であるか否かを判定するものである。
【００７３】
　この判定手段の一例としては、予め設定したテンションしきい値と、テンションセンサ
４０によって測定したテンション測定値とを比較して、該テンション測定値が前記テンシ
ョンしきい値を超えたときにテンション異常を判定するという基本的な構成を含むもので
ある。
【００７４】
　一方、この発明において、他の判定手段は、各給糸パッケージ毎に各繊維束のテンショ
ンを測定して、該テンション測定値をモニタリングする表示手段８を備えておき、
（１）各給糸パッケージにおける繊維束Ｒのテンション測定値を前記表示手段８上におい
て相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定する方式（図１０Ａ参照、
図１０Ａ中、給糸パッケージＮｏ．６とＮｏ．１１のものが異常）。
（２）各給糸パッケージにおける繊維束Ｒのテンション変動を前記表示手段８上において
相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定する方式（図１０Ｂ参照、図
１０Ｂ中、給糸パッケージＮｏ．２０のものが異常）。
（３）過去に測定した繊維束のサンプリング平均値を記憶する記憶手段を含み、前記サン
プリング平均値と、前記テンションセンサによって測定されたテンション測定値とを前記
表示手段８上において比較して、テンション異常を判定する方式。この方式では、単純に
他の給糸パッケージと比較する方式のものにくらべ、糸道経路などでの給糸パッケージ特
有の現象を加味してテンション管理をすることができる点において、有利である。
（４）繊維束のテンション測定値を、時間的な変動量を示す波形情報として前記表示手段
上にモニタリング表示して、テンション異常を判定する方式（図１０Ｃ参照）。この方式
によれば、繊維束Ｒのテンションの標準偏差をモニターして予測することができ、単繊維
ｆ切れなどの初期不良を監視することができ、繊維束Ｒ切れ以前に異常を確実に判定する
ことができる点において、有利である。
をｒＮＯものからなることを特徴とする請求項５に記載のフィラメントワインディング装
置における繊維束のテンション管理システム。
【００７５】
［作用・効果］
　上記のように構成されたフィラメントワインディング装置ＦＷでは、繊維束Ｒに巻付け
テンションを付与するテンション付与装置３０が、マンドレルＭの直近に配置されている
。つまり、繊維束Ｒには、マンドレルＭに巻き付けられる直前で巻付けテンションが付与
される。
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【００７６】
　また、フィラメントワインディング装置ＦＷでは、給糸パッケージ２０からテンション
付与装置３０までの間を走行する各繊維束Ｒに対して、テンションセンサ４０が設けられ
ている。給糸パッケージ２０からテンション付与装置３０までの間の繊維束Ｒには、巻付
けテンションよりも十分に小さい必要最低限のテンションしか与えられていない。それゆ
え、テンションセンサ４０は、解舒不良等によって増大したテンションを容易に検出する
ことができる。
【００７７】
　したがって、フィラメントワインディング装置ＦＷによれば、繊維束Ｒの切れを事前に
予知することができ、不良品の発生を防止することができる。
【００７８】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明は次のように変形して実
施することができる。
【００７９】
　フィラメントワインディング装置ＦＷでは、繊維束Ｒを挟み込んで巻付けテンションを
付与するテンション付与装置３０を用いたが、これに限定されない。例えば、ダンサーロ
ールのウェイトを調整することで巻付けテンションを調整するアクティブダンサー式のテ
ンション付与装置を用いてもよい。
【００８０】
　また、フィラメントワインディング装置ＦＷでは、歪みゲージ４５を用いたテンション
センサ４０を用いたが、ダンサーロール式のテンションセンサ等の公知のテンションセン
サを用いることができる。
【符号の説明】
【００８１】
ＦＷ　フィラメントワインディング装置
Ｒ　繊維束
ｆ　単繊維
Ｍ　マンドレル
Ｓ　スピンドル
１　巻付け部
２　給糸部
３　テンション付与部
４　テンション検出部
６　判定手段
７　警告手段
８　表示手段
１０　機台
１１　マンドレル支持台
１１ａ　スピンドル回転軸
１２　フープ巻ヘッド
１２ａ　フープ巻ヘッド本体
１２ｂ　ボビン
１２ｃ　ガイド溝
１２ｄ　挿通部
１３　ヘリカル巻ヘッド
１３ａ　ヘリカル巻ヘッド本体
１３ｃ　ガイドローラ
１３ｄ　挿通部
１３ｅ　補助ガイド
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１４　制御部
１５　ガイドリング部
２０　給糸パッケージ
２１　クリールスタンド
３０　テンション付与装置
３１　テンション付与機構
３７　エア圧調整手段
３８　テンション測定器
３９　テンション付与作動機構
４０　テンションセンサ
４１　ガイドホイール
４２　支持棒
４３　ガイドローラ
４４　弾性板
４５　歪みゲージ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月1日(2009.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　一方、この発明において、他の判定手段は、各給糸パッケージ毎に各繊維束のテンショ
ンを測定して、該テンション測定値をモニタリングする表示手段８を備えておき、
（１）各給糸パッケージにおける繊維束Ｒのテンション測定値を前記表示手段８上におい
て相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定する方式（図１０Ａ参照、
図１０Ａ中、給糸パッケージＮｏ．６とＮｏ．１１のものが異常）。
（２）各給糸パッケージにおける繊維束Ｒのテンション変動を前記表示手段８上において
相互に比較し、各給糸パッケージ毎にテンション異常を判定する方式（図１０Ｂ参照、図
１０Ｂ中、給糸パッケージＮｏ．２０のものが異常）。
（３）過去に測定した繊維束のサンプリング平均値を記憶する記憶手段を含み、前記サン
プリング平均値と、前記テンションセンサによって測定されたテンション測定値とを前記
表示手段８上において比較して、テンション異常を判定する方式。この方式では、単純に
他の給糸パッケージと比較する方式のものにくらべ、糸道経路などでの給糸パッケージ特
有の現象を加味してテンション管理をすることができる点において、有利である。
（４）繊維束のテンション測定値を、時間的な変動量を示す波形情報として前記表示手段
上にモニタリング表示して、テンション異常を判定する方式（図１０Ｃ参照）。この方式
によれば、繊維束Ｒのテンションの標準偏差をモニターして予測することができ、単繊維
ｆ切れなどの初期不良を監視することができ、繊維束Ｒ切れ以前に異常を確実に判定する
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